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奈良市第 4次総合計画後期基本計画策定業務委託公募型プロポーザル募集要項 

 

Ⅰ 目的 

奈良市では、平成 23年度から平成 32年度までの奈良市第 4次総合計画（以下「総合計画」

という。）を策定している。平成 23 年度から 5 年間を計画期間とする奈良市第 4 次総合計画

前期基本計画（以下「前期基本計画」という。）が平成 27年度で終了するため、平成 28年度

から平成 32年度までを計画期間とする奈良市第 4次総合計画後期基本計画（以下「後期基本

計画」という。）を策定する。 

後期基本計画の策定を確実かつ効率的に遂行するため、策定全般の細部にわたるコンサル

ティング業務委託を行うこととし、受託事業者についてはプロポーザル方式により選定する

ものとする。 

 

Ⅱ 業務の名称、業務の内容、履行期間及び予算の概要 

１ 業務の名称  奈良市第 4 次総合計画後期基本計画策定業務委託（以下「本業務」とい

う。） 

２ 業務の内容  奈良市第 4 次総合計画後期基本計画策定業務委託仕様書（以下「仕           

様書」という。）のとおり 

３ 履行期間   契約の日から平成 28年 3月 31日まで 

４ 予算の概要  後期基本計画策定委託料 14,000,000円（消費税及び地方消費税 

込み） 

       （継続費設定 平成 26年度 9,000,000円、平成 27年度 5,000,000円） 

 

Ⅲ  受託者選定方法 

    企画提案書公募によるプロポーザル方式 

 

Ⅳ  参加資格 

   次に掲げる条件を全て満たしている事業者であること。なお、複数の事業者による共同

参加は認めない。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であ

ること。 

（2）過去 10年以内において、人口 20万人以上の市区が発注した総合計画策定業務の受託

実績（平成 16年 4月 1日から平成 26年 3月 31日の間に完了した業務）を有している

こと（ただし、共同企業体での受託実績は、代表者である場合に限る。）。受託実績は、

本体業務を受託した実績であり、アンケート調査等の業務の一部のみを受託した実績

は含まないこと。 

（3）国税及び奈良市税を滞納していないこと。 
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（4）奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

（5）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て中又は更

生手続中でないこと。 

（6）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て中又は再

生手続中でないこと。 

（7）奈良市暴力団排除条例（平成 24年奈良市条例第 24号）第 6条に規定する措置の対象

でないこと。 

なお、奈良市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書（平成 25年 4月 1日     

発効）に基づき、奈良警察署長に照会する場合がある。 

   (8) 奈良市近辺（奈良市役所本庁舎から公共交通機関を利用して片道 2時間程度まで）の

位置に事務所を有していること。 

  (9) 次に掲げる者は、本業務のプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）に参加

することはできない。また、次に掲げる者から直接的又は間接的に支援を受けること

はできない。 

   ①奈良市が設置する奈良市第４次総合計画後期基本計画策定業務プロポーザル審査委 

員会の委員（以下「審査委員会委員」という。）及びその家族 

   ②審査委員会委員及びその家族が主宰し、又は役員若しくは顧問をしている営利団体 

に所属する者 

   ③審査委員会委員が大学又は大学院に所属する場合において、当該委員の研究室に所 

属する者 

 

Ⅴ 参加手続 

１ 担当課 

  奈良市総合政策部総合政策課（担当：玉置、高本） 

  所在地 〒630-8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

            奈良市役所 中央棟６階 

  電話：0742-34-4786（直通） 

  ファクシミリ：0742-34-4953 

  E-mail：sougouseisaku@city.nara.lg.jp 

 

２ 参加表明受付  

（1）提出書類 

   ①参加表明書(様式 1) 

社印及び代表者印（原則として実印）を押印のこと。 

     ②会社概要票(様式 2) 

③業務経歴書(様式 3-1) 
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④ 奈良市暴力団排除条例に基づく照会用紙（様式 4） 

（2）提出部数 

各 1部 

（3）提出期間  

 平成 26年 5月 26日(月)午前 8時 30分から平成 26年 6月 4日(水)午後 5時 15分まで。 

（4）提出方法 

持参、郵便又は信書便により提出すること (郵便又は信書便については、上記提出期

間内必着のこと。) 。  

持参の場合は、奈良市役所の閉庁日（奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条

例第 3 号）に規定する市の休日）を除く、各日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までに

提出すること。 

（5）提出場所 

 上記１の担当課 

  （6）参加承認 

   「本プロポーザル」の参加承認の可否の連絡は、平成 26年 6月 6日(金)に参加表明書

に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで通知する。 

   なお、参加承認に関する異議等は受け付けない。 

 

３ 質問の受付及び回答 

（1）受付期間 

平成 26年 5月 26日(月)午前 8時 30分から平成 26年 6月 4日(水)午後 5時 15分まで。 

（2）提出方法 

 電子メールで担当課宛てに送信すること。電話又は直接来庁による質問には応じない。 

（3）質問書の様式 

様式は自由とするが、次の項目を明記すること。 

①電子メールの表題（「プロポーザルに関する質問(事業者名)」とすること。） 

②事業者名 

③担当者の氏名及び連絡先(所属、電話番号、メールアドレス等) 

（4）質問に対する回答 

   平成 26年 6月 6日(金)に、質問書又は参加表明書を提出した全事業者に対し、質問書又

は参加表明書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで回答する。 

   併せて、奈良市ホームページに質問事項及び回答内容を掲載する。 

  

４ 企画提案書等の提出 

（1）企画提案書の作成について 

① 仕様書及び次に掲げる内容を踏まえること。 
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ア 総合計画は奈良市の最上位計画であり、それに掲げる都市の将来像の実現に向けた施策

を示すために策定する後期基本計画は、前期基本計画の評価を踏まえ継続的な取組を進め

るとともに、新たな視点を持った施策展開を示すことが必要である。このことから、策定

過程において、市民の参画と意見の聴取、そして市の特性や課題及び現在の社会経済情勢

を把握するとともにそれらの将来の動向も十分に見通し、それらを十分に反映した後期基

本計画とするための提案を求める。 

イ 地方自治法における市町村総合計画の策定義務が廃止されており、後期基本計画策定に

当たり、総合計画の果たす役割と奈良市における位置付けについての検討と整理に関する

提案を求める。 

ウ 策定過程における市民参画の手法について、効率的かつ効果的に取組を進めるための斬

新な提案を求める。 

エ その他自由意見 

   独自の提案についても審査における加点の対象とするので、本業務に関して奈良市に提

案したいことがあれば、そのアピールポイントが容易に分かるように記載すること。 

② 提案内容は、全て事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的であるこ 

と。 

③ 企画提案書は表紙を除き社名、商標マーク等の事業者名を特定できる情報は記入しては

ならないこと。 

 

（2）提出書類（審査の対象となる書類） 

①  企画提案書 

②  業務経歴書(様式 3‐2) 

  過去 5 年以内において、人口 5 万人以上の市区が発注した総合計画策定業務の受託実

績（平成 21年 4月 1日から平成 26年 3月 31日の間に完了した業務）について記入する

こと。受託実績は、本体業務を受託した実績であり、アンケート調査等の業務の一部の

みを受託した実績は含まないこと。 

③  業務の実施体制調書(様式 5) 

④  業務工程表(様式自由) 

⑤  見積書 

様式は自由とするが、金額は、消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込価格を 

記載すること。仕様書第 2章 業務内容に記載する各年度の業務ごとに見積書を作成し、

積算根拠の具体的な内訳を明らかにすること。 

   

（3）提出部数 

   各 10部 

（4）提出期間 
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平成 26年 6月 6日(金)午前 8時 30分から平成 26年 6月 16日(月)午後 5時 15分まで。

（奈良市役所の閉庁日を除く。） 

なお、この期間内に企画提案書等の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

（5）提出方法 

事前に電話連絡の上、持参すること。電子メール、ファクシミリ、郵送等での提出は

認めない。 

（6）提出場所 

 １に記載の担当課 

 （7）企画提案書の書式等  

①企画提案書の提出は、１事業者につき１提案とする。 

②用紙サイズはＡ4 版縦とし、横書きとすること。Ａ3 版の用紙をＡ4 サイズに折り込む

ことも可とする。 

③文字サイズは、10ポイント以上で作成すること。 

④使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

⑤片面印刷で 20ページ以内（表紙はページ数に含めない。）とし、印刷の色はカラー、白

黒を問わない。 

⑥ページ番号を付すこと。 

⑦提出された企画提案書が本要項の規定に適合しない場合は、無効となる場合がある。 

       

Ⅵ 事業者の選定 

「奈良市第 4次総合計画後期基本計画策定業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員 

会」という。）」が事業者を選定する。審査の公平性を期すため、書類の審査やプレゼンテー

ションは事業者名を伏せて行う。 

１ プレゼンテーション 

（1）実施日時・場所 

平成 26年 6月 24日（火）午後、奈良市役所において実施予定。 

詳細については別途決定し、参加表明書に記載されたメールアドレス宛てに電子メール 

で通知する。 

（2）実施時間 

1事業者につき 30分以内(プレゼンテーション 20分、質疑応答 10分以内)を予定。 

（3）審査項目及び配点 

    別紙 奈良市第 4 次総合計画後期基本計画策定業務プロポーザル 審査項目及び配点

（採点基準表）のとおり 

（4）その他  

  ①プレゼンテーションは非公開で行う。ただし、事業者選定後に、議事録要旨並びに受

託候補者第 1位及び第 2位の事業者名を公開することとする。 
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   ②プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとする。提案書にない

追加提案や追加資料の配付は認めない。また、パソコン及びプロジェクターの使用は

認めない。 

      ③プレゼンテーション出席者数は、プレゼンテーションを行う者 1 名、その他補助する

者 2 名以内の計 3 名以内とする。プレゼンテーションは本業務に直接携わる者が行う

こと。 

   ④プレゼンテーションにおいては、事業者名が特定可能な表現又は表示はしないこと。

また、名札・社章その他服装又は携行物品により事業者名が特定できることのないよ

うにすること。 

   ⑤遅刻又は欠席の場合は、参加を辞退したものとみなす。 

   ⑥参加事業者が多数に及ぶ場合は、書類審査による一次審査を実施し、プレゼンテーシ

ョンを行う事業者を限定する場合がある。 

 

２ 選定方法等 

（1）企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションの内容を審査、採点し、単純合計点数が

高い事業者から順に受託候補者第 1位及び第 2位となる事業者各１者を選定する。 

（2）審査委員会は別途定める採点基準表に基づき、提出書類に記載された内容を評価項目ご

とに採点する。 

（3）受託候補者第 1位に選定された事業者と奈良市が協議し、企画提案書による内容を基本

として、本業務の委託に係る仕様を確定させた上で、随意契約に向けた交渉を行う。な

お、受託候補者第 1 位に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかっ

た場合又は本プロポーザルの参加資格要件を満たさなくなったとき若しくは不正と認め

られる行為をしたことが判明した場合は、受託候補者第 2 位に選定された事業者と交渉

を行う。 

 

３ 選定結果の通知 

  選定結果は、企画提案書等を提出した全ての事業者に速やかに通知する。受託候補者第 1 

位又は第 2位に選定された事業者については、その旨を付して通知する。 

  選定に関する異議等は受け付けない。 

 

Ⅶ  参加者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（1）本プロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合 

（2）不正と認められる行為があった場合 

（3）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（4）審査の公平性を害する行為があった場合 
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（5）見積書の見積額(税込)が前記Ⅱ ４の予算額を超える場合 

（6）前各号に定めるもののほか、本要項に違反したと認められる場合又は著しく信義に反

する行為を行ったと認められる場合 

 

Ⅷ その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに参加する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

（2）企画提案書提出期間終了後の提案等の修正又は変更は、一切認めない。 

(3) 提出された書類の著作権は参加事業者に帰属する。ただし、奈良市が本プロポーザル

の結果の報告等に必要な場合は、その内容を無償で使用できるものとする。 

(4) 提出された書類は、返却しない。 

(5) 企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成するこ

とがある。 

(6) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、奈良市情報公開条例に基づき、

提出書類を開示する場合がある。 

(7) 提出書類の「業務の実施体制調書(様式 5)」に記載する管理責任者及び担当者（以下

「管理責任者等」という。）は、本プロポーザル実施の公告の日以前に参加事業者と３か

月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとする。また、奈良市と契約を締結す

る事業者は予定した管理責任者等を配置するものとし、当該管理責任者等の交代につい

ては死亡、傷病又は退職等のようなやむを得ない場合を除き、これを認めないものとす

る。 

(8) 本業務の契約書には、再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。 

 

Ⅸ スケジュール（予定） 

時  期 項  目 

5月 26日（月）～6月 4日（水） 参加表明受付、質問受付 

6月 6日（金） 参加承認通知、質問への回答 

6月 6日（金）～6月 16日（月） 企画提案書等受付 

6月 24日（火） プレゼンテーション実施 

6月 25日（水） 選定結果通知 

 


